
1 2012（平成24年）

1月
（睦月） JANUARY
1日・元日　9日・成人の日

確定拠出年金の掛金を企業が拠出する「企
業型」に、従業員本人の掛金拠出（企業拠出
への上乗せ）を本年１月１日から認めるも
の。拠出金額は所得控除の対象となります。
ただし、従業員本人の拠出金額は、その企業
型の拠出限度額の枠内、かつ、事業主拠出金
を超えない範囲内でなければなりません。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出
本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7〜12月分） 1月10日
上記の納期の特例適用者で、納期限の特例
に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

マッチング拠出

１ 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

あ
け
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ま
す
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東
京
都
で
は
、
平
成
二
十
三
年
十

月
一
日
、「
東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例
」

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
よ

り
四
七
都
道
府
県
全
て
で
暴
力
団
排

除
条
例
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

平
成
四
年
三
月
に
施
行
さ
れ
た
暴

力
団
対
策
法
が
主
に
暴
力
団
員
へ
の

規
制
で
あ
る
の
に
対
し
、
暴
力
団
排

除
条
例
は
、
企
業
や
市
民
な
ど
に
暴

力
団
と
関
係
を
絶
ち
、
排
除
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
条

例
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
民
間
の

事
業
者
に
対
し
て
暴
力
団
へ
の
利
益

供
与
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

飲
食
店
が
み
か
じ
め
料
を
払
っ
た

り
、
ホ
テ
ル
が
宴
会
場
を
貸
し
出
し

た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
禁
じ
、
違
反

を
重
ね
れ
ば
事
業
者
名
が
公
表
さ
れ

ま
す
。
「
ピ
ザ
を
配
達
し
た
ら
ア
ウ

ト
？
」「
葬
儀
を
申
し
込
ま
れ
た
ら
？
」

な
ど
、
ど
こ
ま
で
が
許
さ
れ
る
の
か

事
業
者
は
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
条
例
制
定
を
契
機
に
経

営
を
し
て
い
く
う
え
に
お
い
て
も
、

取
り
組
み
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

１

暴
力
団
排
除
条
例
の
歴
史

暴
力
団
の
影
響
力
を
排
除
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
暴
力
団
排
除
条
例

は
、
平
成
十
六
年
六
月
に
広
島
県
と

広
島
市
が
公
営
住
宅
入
居
資
格
に
つ

い
て
「
本
人
と
そ
の
同
居
親
族
が
暴

力
団
対
策
法
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

で
な
い
こ
と
」
と
規
定
し
た
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
続
い
て
、
東

京
都
豊
島
区
、
佐
賀
県
で
条
例
が
制

定
さ
れ
、
そ
の
他
の
都
道
府
県
で
も

平
成
二
十
二
年
以
降
制
定
の
動
き
が

広
が
り
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

に
は
残
る
東
京
都
・
沖
縄
県
で
条
例

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

２

東
京
都
暴
力
団
排
除
条
例

a

条
例
の
基
本
理
念

「
暴
力
団
を
恐
れ
な
い
」・「
暴
力

団
に
金
を
出
さ
な
い
」・「
暴
力
団
を

利
用
し
な
い
」＋『
暴
力
団
と
交
際
し

な
い
』

s

条
例
の
内
容

①

事
業
者
の
契
約
時
に
お
け
る
措

置
契
約
時
に
相
手
方
が
暴
力
団
員

で
な
い
こ
と
を
確
認
。
契
約
時
に

相
手
方
が
暴
力
団
関
係
者
と
判
明

し
た
場
合
、
催
告
な
く
契
約
を
解

除
で
き
る
旨
の
特
約
を
定
め
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

②
　
不
動
産
譲
渡
等
に
お
け
る
措
置

不
動
産
を
譲
渡
等
す
る
場
合
、

暴
力
団
事
務
所
と
し
て
使
用
し
な

い
旨
お
よ
び
、
事
務
所
と
し
て
使

用
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場

合
、
催
告
な
く
契
約
を
解
除
等
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
特
約
を
定

め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
（
不
動
産

業
者
は
上
記
の
こ
と
を
助
言
す
る

こ
と
）。

③

事
業
者
の
暴
力
団
関
係
者
に
対

す
る
利
益
供
与
の
禁
止

i

事
業
者
は
暴
力
団
の
威
力
を

利
用
す
る
目
的
で
利
益
を
提
供

し
て
は
な
ら
な
い
（
暴
力
団
関

係
者
が
利
益
を
受
領
す
る
こ
と

も
禁
止
）。

ii

事
業
者
は
暴
力
団
の
活
動
を

助
長
す
る
目
的
で
利
益
を
提
供

し
て
は
な
ら
な
い
（
暴
力
団
関

係
者
が
利
益
を
受
領
す
る
こ
と

も
禁
止
）。

iii

利
益
供
与
違
反
に
な
る
主
な

ケ
ー
ス

・
内
装
業
者
が
暴
力
団
事
務
所

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上

で
、
暴
力
団
事
務
所
の
内
装

工
事
を
行
う
行
為

・
印
刷
業
者
が
暴
力
団
員
の
名

刺
や
組
織
で
出
す
年
賀
状
等

の
書
状
を
印
刷
す
る
行
為

iv

利
益
供
与
違
反
に
な
ら
な
い

主
な
ケ
ー
ス

・
レ
ン
タ
カ
ー
業
者
が
会
合
の

た
め
の
送
迎
用
に
使
用
す
る

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
と
し
て
レ
ン
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タ
ル
し
た
と
こ
ろ
、
貸
与
し

た
相
手
が
暴
力
団
員
で
あ
る

こ
と
が
後
か
ら
判
明
し
た
場

合
・
葬
儀
業
者
が
身
内
だ
け
で
執

り
行
う
暴
力
団
員
の
葬
儀
の

た
め
に
会
場
を
貸
し
出
す
行

為
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が

暴
力
団
員
に
対
し
て
お
に
ぎ

り
や
清
涼
飲
料
水
等
の
日
常

生
活
に
必
要
な
物
品
を
販
売

す
る
行
為

個
々
の
事
案
に
つ
い
て
、
外
形
的

な
状
況
か
ら
は
利
益
供
与
違
反
に
な

る
の
か
否
か
判
断
で
き
な
い
よ
う
な

場
合
は
、
早
い
段
階
で
警
察
に
相
談

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

３

全
国
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ

ン
タ
ー
（
暴
追
セ
ン
タ
ー
）

平
成
四
年
三
月
に
暴
力
団
対
策
法

が
施
行
さ
れ
た
の
を
機
に
、
民
間
レ

ベ
ル
で
の
暴
力
団
排
除
運
動
を
支

援
・
推
進
す
る
た
め
に
、
暴
力
追
放

運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
（
暴
追
セ
ン
タ

ー
）
が
各
都
道
府
県
に
一
つ
設
置
さ

れ
、
次
の
よ
う
な
活
動
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

a

暴
力
団
員
が
行
う
不
当
な
行
為

を
防
止
す
る
広
報
活
動
…
ポ
ス
タ

ー
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
・

配
布
、
暴
力
追
放
県
民
大
会
の
開

催
s

民
間
組
織
が
行
う
暴
力
追
放
活

動
を
助
け
る
活
動
…
暴
力
追
放
運

動
推
進
組
織
が
行
う
各
種
行
事
の

後
援

d

暴
力
団
員
か
ら
の
不
当
な
行
為

に
関
す
る
相
談
活
動

f

少
年
へ
の
暴
力
団
か
ら
の
働
き

か
け
を
排
除
す
る
活
動

g

暴
力
団
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す

る
人
を
手
助
け
す
る
活
動

h

暴
力
団
員
を
相
手
と
す
る
民
事

訴
訟
の
支
援
活
動

j

暴
力
団
員
の
不
当
要
求
に
よ
る

被
害
者
へ
の
支
援
活
動

k

そ
の
他
の
活
動
…
不
当
要
求
防

止
責
任
者
講
習
の
実
施
な
ど

４
　

暴
力
団
対
応
十
原
則

暴
追
セ
ン
タ
ー
で
は
、
暴
力
団
か

ら
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
、
次

の
よ
う
な
暴
力
団
対
応
十
原
則
を
ま

と
め
て
い
ま
す
。

a

相
手
（
来
訪
者
）
を
具
体
的
に

確
認
す
る
。

s

用
件
を
確
認
す
る
。

d

相
手
よ
り
多
い
人
数
で
、
対
応

者
に
有
利
な
場
所
で
対
応
す
る
。

f

言
動
に
注
意
す
る
。

g

理
由
な
き
書
類
は
作
成
に
応
じ

な
い
。
安
易
に
署
名
・
押
印
は
し

な
い
。

h

相
手
の
要
求
に
応
じ
即
断
、
即

答
は
し
な
い
。

j

一
時
的
に
は
担
当
者
が
対
応
す

る
。

k

湯
茶
の
接
待
は
し
な
い
。

l

会
話
や
対
応
の
内
容
を
記
録
す

る
。

¡0

警
察
や
暴
追
セ
ン
タ
ー
に
通
報

す
る
。

５
　

企
業
そ
の
も
の
の
乗
っ
取
り
も

近
年
、
暴
力
団
は
、
組
織
実
態
を

隠
蔽
す
る
動
き
を
強
め
る
と
と
も
に
、

活
動
形
態
に
お
い
て
も
、
政
治
活
動

や
社
会
活
動
を
標
榜
し
た
り
す
る
な

ど
、
組
織
の
不
透
明
化
を
進
め
て
お

り
、
証
券
取
引
や
不
動
産
取
引
等
の

経
済
活
動
を
通
じ
て
資
金
獲
得
活
動

を
巧
妙
化
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
暴
力
団
の
不
透
明
化
や
資
金
獲

得
活
動
の
巧
妙
化
を
踏
ま
え
る
と
、

暴
力
団
排
除
意
識
を
高
く
持
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
暴
力
団
関
係
企
業
等

と
は
知
ら
ず
に
結
果
的
に
経
済
的
貢

献
や
取
引
を
行
っ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
反
社
会
的
勢
力

と
の
関
係
遮
断
の
た
め
の
取
組
み
を

よ
り
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。反

社
会
的
勢
力
に
対
し
て
屈
す
る

こ
と
な
く
法
律
に
則
し
て
対
応
す
る

こ
と
や
、
反
社
会
的
勢
力
に
対
し
て

資
金
提
供
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
そ
の
も
の
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
反
社
会
的

勢
力
は
、
企
業
で
働
く
従
業
員
を
標

的
と
し
て
不
当
要
求
を
行
っ
た
り
、

企
業
そ
の
も
の
を
乗
っ
取
ろ
う
と
し

た
り
す
る
な
ど
、
最
終
的
に
は
、
従

業
員
や
企
業
自
身
に
多
大
な
被
害
を

生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
遮
断
は
、

企
業
防
衛
の
観
点
か
ら
も
必
要
不
可

欠
と
言
え
ま
す
。

反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
被
害
を
防

止
す
る
た
め
に
は
、
組
織
全
体
と
し

て
対
応
す
る
、
暴
追
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
外
部
専
門
機
関
と
の
連
携
を
図
る
、

�取
引
を
含
め
た
一
切
の
関
係
を
遮
断

す
る
、
民
事
・
刑
事
の
法
的
対
応
を

躊
躇
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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世界の消費税（付加価値税）

日本では、消費税増税の機運が高まって
いますが、世界の消費税はどうなっている
のでしょうか。

消費税は、世界145カ国で実施されてい
ます（アメリカやインドの消費税類似の税
を除く）。一般的には付加価値税と呼ばれ、
税率の高い国は、平成22年度時点で、１位
アイスランド25.5%、２位スウェーデン・
デンマーク・ノルウェー・ハンガリー
25%、以下ギリシャ・フィンランドなど
23%、ポーランド22%、アイルランドなど
21%と続きます。

イタリアでは、平成23年９月17日から、
これまで20%の消費税がかかっていたカテ
ゴリー（高級食品、各種飲料、ガソリン、
衣料品、靴類、化粧品類、電気製品、自動
車の購入代金や、電話料金、パーマ・理髪
代、弁護士・税理士への謝礼など）の税率
が１%引き上げられました。一方で、４%

（パン、パスタ、牛乳などの食料品と１軒
目の自宅の購入費など）及び10%（肉や魚、
２軒目の自宅の購入費、電気・ガス料金、
飲食店代金、映画館・劇場・競技場入場料
など）のカテゴリーの税率は据え置かれま
した。ちなみに医療費は０%です。

消費税の税率だけを比較してみると、日
本の税率は高いとはいえません。しかし、
日本では単一税率のため低所得者層の負担
が大きくなっているという指摘がありま
す。先進国の大半では、消費税の税率をひ
とくくりにせず、食料品などの生活必需品
とそうでない商品とでは、税率を分けて設
定しています（多段階方式）。イギリスや
アイルランド、メキシコ、オーストラリア
等の国々では、食料品の消費税はゼロ（無
税）に設定しています。

しかし、こうした多段階方式の税制は、
どこからを贅沢品とみなし、どこからを生
活必需品とみなすかで議論が紛糾するとい
う問題や、記帳申告実務に多大な労力を要
するという問題があります。

1月号 4

防
災
と
い
う
と
、
医
療
品
や
防
災

ズ
キ
ン
な
ど
の
防
災
グ
ッ
ズ
を
思
い

浮
か
べ
ま
す
が
、
ト
イ
レ
へ
の
対
応

も
必
要
で
し
ょ
う
。
阪
神
淡
路
大
震

災
、
東
日
本
大
震
災
で
も
大
き
な
問

題
と
な
り
ま
し
た
が
、
災
害
時
に
限

ら
ず
停
電
や
断
水
な
ど
の
緊
急
時
に

も
水
洗
ト
イ
レ
が
使
え
な
い
事
態
が

発
生
し
ま
す
。

「
エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
ト
イ
レ
キ

ッ
ト
」
は
、
一
枚
ず
つ
取
り
出
せ
る

テ
ィ
ッ
シ
ュ
方
式
の
衛
生
的
な
ト
イ

レ
袋
、
し
尿
を
ゼ
リ
ー
状
に
固
め
る

凝
固
剤
ボ
ト
ル
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
、
ダ
イ
ナ
モ
ラ
イ
ト
、
手
指
消

毒
用
除
菌
ジ
ェ
ル
、
女
性
用
生
理
用

品
、
ゴ
ミ
箱
の
７
ア
イ
テ
ム
の
セ
ッ

ト
で
、
い
ず
れ
も
停
電
・
断
水
時
の

ト
イ
レ
行
動
を
考
え
抜
い
て
セ
ッ
ト

さ
れ
た
も
の
。

高
速
道
路
渋
滞
中
な
ど
に
も
出
番

が
あ
り
そ
う
で
す
。

「次のジョブズ」は誰？

米アップル創業者スティーブ・ジョブ
ズ氏の訃報は記憶に新しいところです。

ウォールストリート・ジャーナルとい
う雑誌に彼の亡き後を担うITリーダーを
占う記事が掲載されました。

記事によると、「第二のジョブズ」の鍵
として、「止めどなき自信と（良い意味で
の）うぬぼれ」を持ち合わせていること
が挙げられています。

弱冠27歳の米交流サイト最大手フェイ
スブックのマーク・ザッカーバーグCEO
が、「恩恵を受けるユーザーすらも気づか
なかった生活に不可欠なサービスを生み
出した」点で挙げられたのに続いて、ソ
フトバンクの孫正義社長が「休むことを
知らない起業家精神やNTTなど既成の大
企業への挑戦」を理由に挙げられていま
す。

いずれにしても、次はどんな新商品が
現れるのか楽しみですね。

エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
ト
イ
レ
キ
ッ
ト


